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研究要旨 

本研究では日本で食品に規格基準が定められていない有害化学物質の海外における規制情

報の収集を行った。①ヒスタミンの基準値については、国際食品規格の策定などを行うCodex 委

員会で魚類やその加工品を対象に基準値が定まっていた。その他、欧州（EU）、米国、カナダ、オ

ーストラリア・ニュージーランドの各国においても魚類やその加工品に基準値が定まっていた。国や

食品の種類等によってヒスタミンの基準値は異なり、50～500 mg/kgの基準値が設定されていた。

各国の基準値の内、最も低い値は、米国の50 mg/kgであった。また、FAO/WHO合同専門家会議

では、ヒスタミンの無毒性量と各国の魚・水産加工品の喫食量データを基にして、ヒスタミンの最大

許容濃度として200 mg/kgが導出されていた。②代表的な残留性有機汚染物質であるダイオキシ

ン類（DXNs）及びポリ塩化ビフェニル（PCBs）について、食品中の基準値に関する海外情報を収集

した。海外情報として、欧州連合（EU）とアジア諸国（中国、台湾、韓国）における食品中のDXNs及

びPCBsの基準値に関する情報を収集した。EUでは多くの動物性食品にDNXsと非ダイオキシン様

PCBs（NDL-PCBs）の最大許容濃度が設定されていた。DXNsについては、全てのDXNs（

PCDD/Fs+ダイオキシン様PCBs）に加えて、PCDD/Fsのみについても最大許容濃度を設定してい

た。台湾でもEUに準じたDXNsとNDL-PCBsの最大許容濃度を設定していたが、最大許容濃度が

定められている食品区分はEUほど細分化されていなかった。韓国でも食肉についてDXNsの最大

許容濃度が設定されており、PCBsについては魚類に最大許容濃度が定まっていた。中国では水

産動物食品についてPCBsの最大許容濃度が定まっていた。③ヒ素、カドミウム、水銀、鉛の基準

値に関する海外情報の収集を行った。有害元素の基準値については、国際食品規格の策定など

を行うCodex委員会で元素によりその加工品を対象に基準値が定まっていた。その他、欧州 (EU)

、米国、カナダ、オーストラリア・ニュージランド・中国・シンガポール等、各国においても様々な食

品や加工品に基準値が定まっていた。有害元素によって、基準値が設定されている食品は異なり

、ヒ素は3～38食品、カドミウムは0～66食品、水銀は1~16食品、鉛は5~78食品に基準値が設定さ

れていた。各国の基準値の内、最も基準値が設定されている食品項目数が少なかったのは米国の

9食品であり、最も多かったのは中国の156食品であった。 
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A. 研究目的 

 本研究では日本で食品に規格基準が定められ

ていない有害化学物質の海外における規制情

報の収集を行った。 

１年目はヒスタミンによる食中毒は、鮮度の低

下などによりヒスタミンが多く蓄積した魚介類やそ

れらの加工品を喫食することにより生じる化学性

食中毒である。食品中に含まれるヒスタミンは、主

として鮮魚に付着したモルガン菌などの微生物

が増殖する際に産生するヒスチジン脱炭酸酵素

の働きにより、ヒスチジンから合成される。このた

め、ヒスタミン食中毒は、ヒスタミン生成の基質と

なる遊離ヒスチジンが多く含まれるマグロやサバ

などの赤身魚、及びそれらの加工品で発生する

場合が多い。 

 ヒスタミンによる食中毒の症状としては、数時間

以内に発疹、顔面紅潮、頭痛、吐き気、下痢等

のアレルギー様食中毒の症状を呈する。多くの

場合、数時間程度で回復し、死亡例は報告され

ていない。ヒスタミンによる食中毒は国内で毎年

発生している。厚生労働省の食中毒統計資料に

よると平成 20～29 年度の間で年間 7～22 件程

度（患者数は 32～550 人程度）のヒスタミンによる

と考えられる食中毒が報告されている。ヒスタミン

による食中毒は、保育所や学校等の給食施設で

発生することがあり、食中毒 1 件あたりの患者数

が多く、また、年齢が低い患者の割合が高い特

徴がある。 

 日本で食品に規格基準が定められていない有

害化学物質としてヒスタミンを取り上げ、海外にお

ける規制情報を収集し整理した。 

２年目にはダイオキシン類（DXNs）及びポリ塩

化ビフェニル（PCBs）は、難分解性・高蓄積性で

あり、人や生物への毒性が強く、長距離移動性

が懸念されていることから、残留性有機汚染物質

（POPs：Persistent Organic Pollutants）として知ら

れている。POPs の有害な影響からヒトの健康お

よび環境を保護することを目的に、2004 年に国

際条約「残留性有機汚染物質に関するストックホ

ルム条約（POPs 条約）」が発効した。DXNs 及び

PCBsは POPs条約の対象物質であり、国際的に

協調してそれらの廃絶や削減などが図られてい

る。 

 国内では DXNsは 1999年に制定された DXNs

対策特別措置法により環境基準や耐容一日摂

取量が定められ、国民の健康の保護が図られて

いる。また PCBs は、「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律（化審法）」に基づき、第

一種特定化学物質に指定されており、1974 年か

らその製造・輸入・使用が原則禁止となってい

る。1972 年に厚生労働省（当時の厚生省）が食

品中の PCBs の暫定的規制値及び暫定一日摂

取許容量を通知している。 

 海外における食品中の DXNs 及び PCBs の基

準値に関する情報を収集し整理した。 

３年目には米国有害物質疾病登録局  (US 

ATSDR) は、ヒトの健康に最も重大な潜在的脅

威をもたらす化学物質リストを 2022 年に更新し

た。このリストは、国家優先リスト (NPL) での登

場頻度、毒性、NPL に掲載された物質に対する

ヒトへのばく露の可能性に基づいて物質の優先

順位が付けられる。このリストの第 1 位にはヒ素、

第 2 位に鉛、第 3 位には水銀 と有害元素が独

占しているだけでなく、第 7 位にはカドミウム、17

位には六価クロムが挙げられている。 

他の汚染物質と比較して、有害元素は天然に

存在している点に特徴があるため、食品にも通常

少なからず含有されている。くわえて、元素は化

学的に分解することは無いため、化学形態が変

化することによる毒性の変化は生じる可能性があ

るものの、時間経過に伴い含有量が減少すると

いうことはない。 

我が国においては、富山県で起きた日本人の

主食である米からカドミウムを長期間摂取したこと

で発生したイタイイタイ病や、熊本県水俣湾周辺

および新潟県阿賀野川流域において、魚介類が
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メチル水銀で汚染されたことに起因した水俣病

及び新潟水俣病が発生した。このように、有害元

素による食の汚染を原因とした悲惨な公害病が

日本で発生した歴史がある。 

このように、有害元素は潜在的なリスクが大きい

にもかかわらず。日本における食品中有害元素

の規制は遅れている。今年度は、調査対象の化

学物質として有害元素類を取り上げ、海外にお

ける食品の規制情報を収集し整理した。 

 

B. 研究方法 

 食品中のヒスタミン、DXNs、PCBs、ヒ素、カドミ

ウム、水銀、鉛の基準値に係わる情報を、世界各

国の食品安全担当機関やリスク評価機関等から

インターネットを介して収集した。 

 

C. 研究結果及び考察 

C-1 食品中のヒスタミンの基準値に関する海外

情報の収集 

 ヒスタミンの基準値については、Codex 委員会

で魚類やその加工品を対象に国際食品規格が

定まっている。また、欧州（EU）、米国、カナダ、

オーストラリア・ニュージーランドの各国において

も魚類やその加工品に基準値が定まっている。 

 Codex 委員会における魚及び魚加工品を対象

にしたヒスタミンの基準値の概要を図 1に示した。

ヒスチジン含量が高い魚であるサバ、サンマ、ニ

シン、シイラ、マグロ類、カツオ、イワシ等やそれ

らの加工品について基準値が定められている。

腐敗基準として 100 mg/kg、衛生及び取扱基準

として 200 mg/kg が定められている 1-9)。また、魚

醤については 400 mg/kgの基準値が定められて

いる 10)。 

EU における魚及び魚加工品を対象にしたヒス

タミンの基準値の概要を図 2 に示した。ヒスチジ

ン含有量が高い魚と、それらの発酵食品につい

て基準値が定められている 11，12)。魚醤について

も基準値が定められており、400 mg/kg を超えな

いこととされている 11，12)。 

 米国 FDAにおける魚及び魚加工品を対象にし

たヒスタミンの基準値の概要を図 3 に示した。マ

グロ及びシイラは 50 mg/kg、それ以外の魚は 50

～500 mg/kg が腐敗基準として定められている
13)。各国の基準値の内、米国の 50 mg/kgは最も

低い値であった。また、健康への有害影響の基

準値として 500 mg/kg が定められている。なお、

現在、これらの基準値の改訂案が発表されてお

り、近い将来、基準値が引き下げられる可能性が

ある 14)。 

 カナダ、及びオーストラリア・ニュージーランドに

おける魚及び加工品を対象にしたヒスタミンの基

準値の概要を図 4 に示した。カナダでは魚と魚

加工品について 100 mg/kgの基準値、発酵食品

については 200 mg/kg の基準値が定められてい

る 15)。オーストラリア・ニュージーランドでは、魚及

び魚製品に 200 mg/kgの基準値が定められてい

る 16)。 

日本では食品におけるヒスタミンの基準値は定

められておらず、ヒスタミンによる食中毒発生時

には、不衛生食品の販売などの禁止を定めた食

品衛生法第 6条違反となる。 

FAO/WHO 合同専門家会議により検討された

ヒスタミンの最大許容濃度 17)に関する概要を示し

た。ヒスタミンを魚と共に人に摂取させた投与試

験データの報告から、顔面の紅潮、頭痛、蕁麻

疹、かゆみ等の急性毒性症状を指標とした結

果、無毒性量（NOAEL）として 50 mg が適切であ

ると判断された。また、各国の魚・水産加工品の

喫食量データを調査した結果、一食当たりの最

大喫食量としては 250 g が適当と考えられた。そ

こで、NOAEL であ 50 mg を一食あたりの最大喫

食量 250 gで除した値である 200 mg/kgをヒスタ

ミンの最大許容濃度として導出している。 

 

C-2 食品中の DXNs 及び PCBs の基準値に関

する海外情報の収集 

諸外国の情報として、欧州連合（EU）とアジア

諸国（中国、台湾、韓国）における食品中の

DXNs 及び PCBs の基準値に関する情報を収集

した。 
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 EU では現在、種々の動物性食品について、

DXNs 及び PCBs の最大許容濃度を定めている
18)。EU における DNXs と PCBs の最大許容濃度

の概要を表 1に示した。DNXsは大きく分けると、

PCDD/Fs とダイオキシン様 PCBs（DL-PCBs）の

2 つに分けることができる。EU では全てを含めた

DXNs（PCDD/Fs+DL-PCBs）の最大許容濃度に

加えて、PCDD/Fs のみの最大許容濃度につい

ても設定している。一方、PCBs については、毒

性学的性質から DL-PCBs と非ダイオキシン様

PCBs（NDL-PCBs）の二つに分類される。DL-

PCBs については DXNs の基準値に含めている

ため、残りのNDL-PCBsについてEUでは別途、

基準値を設定している。代表的な NDL-PCBs で

ある 6異性体（PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180）

の合計値として最大許容濃度を設定している。 

 台湾でも種々の動物性食品について、DNXs

及び PCBs の最大許容濃度を定めている 19)。台

湾における DNXs と PCBs の最大許容濃度の概

要を表 2 に示した。食品区分は EU ほど細分化

されていないが、EU と同様に PCDD/Fs、DNXs

（PCDD/Fs+DL-PCBs）、及び NDL-PCBs につ

いて最大許容濃度を設定している。NDL-PCBs

については、EU と同様に、主要異性体である 6

異性体（PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180）の合計

値として最大許容濃度を設定している。 

中国では水産動物及び水産動物製品に

PCBsの最大許容濃度として 0.5 mg/kgを定めて

いる 20)。PCBs の指標異性体として用いられる 7

異性体（PCB 28, 52, 101, 118，138, 153, 180）の

合計値として最大許容濃度を設定している。

2023 年 6 月から、PCBs の最大許容値が改正さ

れる予定となっている。水産動物及び水産動物

製品中の PCBs最大許容濃度が 0.5 mg/kgから

20 μg/kg に引き下げされる。また、水産動物油

脂の項目が新たに追加され、PCBs の最大許容

濃度として 200 μg/kg が設定される。なお、中

国では DXNs に特化した規制値は設定されてい

ない。 

韓国では食品中の DXNs （PCDD/Fs+DL-

PCBs）の最大基準値として、牛肉に 4.0 pg 

TEQ/g fat、豚肉に 2.0 pg TEQ/g fat、鶏肉に 3.0 

pg TEQ/g fat の最大基準濃度が定まっている
21)。また、PCBs については魚類に 0.3 mg/kg の

最大許容濃度が定まっている 21)。 

 

C-3 食品中の重金属及び有害元素の基準値

に関する海外情報の収集 

日本における基準値/推奨値 [ヒ素: ミネラル

ウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの 

(0.01 mg/L), ミネラルウォーター類のうち殺菌又

は除菌を行うもの (0.01 mg/L), 清涼飲料水 (不

検出 ); カドミウム : 米  (玄米及び精米 )(0.4 

mg/kg); 水銀 : ミネラルウォーター類  (0.0005 

mg/L), 魚介類 (0.4 mg/kg, 暫定的規制値); メ

チル水銀: 魚介類 (0.3 mg/kg, 暫定的規制値

の参考値); 鉛: ミネラルウォーター類のうち殺菌

又は除菌を行わないもの (0.01 mg/L), ミネラル

ウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの 

(0.01 mg/L), 清涼飲料水 (不検出)] とも比較し

た。以降 Codex と比較して、各国/地域/機関の相

違点についてまとめた。 

EFSA 

EFSA では基準値が設定されている食品の項

目数の合計が 135 と二番目に多かった。また、

EFSA では、無機ヒ素/総ヒ素の基準値設定食品

の割合が、韓国に次いで二番目に高かく、ライス

ミルクなどの非アルコールの米ベース飲料に対し

て、無機ヒ素の基準が定められていた。カドミウム

に関しては、基準値を設けている食品が最も多

かった。これは、乳幼児用ミルクやチョコレートに

関して規格別に基準値を設定している点に特徴

があった。水銀に関しては、メチル水銀の基準値

は設定されていなかった。鉛の基準値が設定さ

れている食品項目数は 2番目に多かった。ワイン

中の Pb の基準値は、収穫年別に規定されてお

り、特徴的であった。例えばボルドーワイン中の

総鉛濃度は、過去 50 年間で劇的に減少したこと

が報告されている 22）。希少価値の高いヴィンテ

ージワインの流通を考えて、設定されているもの
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と考えられた。 

米国 FDA： 米国 FDAでは、基準値が設定され

ている食品項目数の合計が 9であり (日本と同じ

設定項目数)、一番少なかった。また、設定され

た値のほとんどは Action level であった。Action 

level は、特定の規制または法的要件が引用され

ていない限り、法的強制力のない推奨事項として

見なされるものである。また、FDA のガイダンス

文書は、トピックに関する現在の FDA の考え方

を説明することを意図したものである。FDA の取

組は、他の国/地域と比較すると消極的な印象で

はあるものの、Action level が設定されている対

象は、健康リスクが高いとされている (無機ヒ素

濃度が高い食品や乳幼児用食品) ものを優先

的に設定していた。 

 

カナダ： カナダは、基準値が設定されている食

品項目数の合計が 19 と、US FDAについで 2番

目に少なかった。食用骨粉に鉛の基準値  (10 

mg/kg) が設けられていた点は、他と比べて特徴

的な点であった。 

FSANZ：オーストラリア・ニュージランドでは、基

準値が設定されている食品項目数の合計が 33

と、3 番目に少なかった。 

他と比較して特徴的であった点は、水銀の基

準値が漁獲量に応じた検体数が定められてお

り、場合によっては平均値の基準を満たすことも

求められる点が特徴的であった。 

中国：中国は、基準値が設定されている食品項

目数の合計が 156 と一番多かった。また、無機ヒ

素、総水銀、メチル水銀、鉛に関して基準値が設

定されている食品項目数が 1 番多く、総ヒ素は 2

番目、カドミウムは 3 番目に多かった。 

香港：香港は、中国に準じた設定がされていた

が、基準値が設定されている食品項目数は 111

であり、中国よりも少なかった。中国と異なる点と

して、ピータン中の鉛の基準値が挙げられる。ピ

ータンは製造過程で蛋白の凝固を促進するため

「黄丹粉」と呼ばれる一酸化鉛の化合物を使用

することがあった。Krinitz と Tepedino23）はニュー

ヨーク港を通じて輸入される地域のピータンの大

部分に高濃度の鉛が検出されることを報告した。

日本においても、東京および横浜地区で購入し

たピータンから鉛の汚染があったことを報告して

いる 24）。中国政府は 1988 年よりピータンの鉛含

有量に基準値を設定したが、2022 年に更新した

基準値では「卵及び卵製品」として設定されてい

る。香港では、ピータン中の鉛の基準値を特出し

して設定していた。 

台湾：台湾は、基準値が設定されている食品項

目数の合計 108 と香港と似たような数であった

が、カドミウムの基準値が設定されている食品項

目数が 2 番多かった。 

韓国：韓国では、基準値が設定されている食品

項目数の合計が 65 であり、Codex が設定してい

る食品項目数よりも少し少なかった。一方で、ヒ

素に関しては、すべて無機ヒ素として基準値が設

定されていた。また、食用昆虫に対する基準値

が設定されていた点は特徴的であった。 

シンガポール：シンガポールは、基準値が設定さ

れている食品項目数の合計が 84 であり、Codex

が設定している食品項目数よりも少し多かった。

総ヒ素については、基準値が設定されている食

品項目数が最も多かったが、無機ヒ素の基準値

設定項目は少ない傾向にあった。同様に、総水

銀には基準値が設定されている食品項目がある

ものの、メチル水銀の基準値を設定している食品

項目は無かった。化学形態別分析の労力と健康

リスク評価のバランスを取った判断を取っている

ものと考えられた。 

さらに、シンガポールの基準値は、高い傾向に

あった。例えば、シンガポールにおける生鮮果実

及び野菜の鉛の基準値 (1 mg/kg) は、Codexの

果菜類 (0.05 mg/kg)、果実 (0.1 mg/kg)、あぶら

な科葉菜類  (0.1 mg/kg) 、鱗茎野菜  (0.1 

mg/kg)、葉物野菜 (0.3 mg/kg) と比較して高い

値が設定されていた。シンガポールは、食料の

ほとんどを輸入に頼っているため、あまり高い基

準にすると供給量を賄えない可能性を踏まえて

高めに設定されているものと考えられた。 
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諸外国の規制状況を踏まえた日本の規格基準

について 

日本における有害元素に係る基準値の整備

状況は、各国と比較して大幅に遅れているといえ

た。しかしながら、多くの食品に対して基準値が

設定されている規制が厳しい方が、食事からの

ばく露量を低く抑えているかは別の問題である。

例えば、調査年や調査方法が異なる点には注意

が必要ではあるが、鉛に対する設定食品項目数

が最も多い中国における食事由来の鉛ばく露量 

(73.9 µg/person/day) 25） は、日本における鉛ばく

露量 (5.85 µg/person/day) 26） の 10 倍以上の値

が報告されている。 

このような結果は、我が国においては、規制を

厳しくしなくてもリスクを低く保てた状況が続いて

きたとも理解できる。しかしながら、輸入食品の量

及び種類の増大と、輸出入における日本の競争

力が相対的に弱まっている現状を考慮すると、

日本型の管理がいつまで機能するかは注視する

必要がある。 

FDA の Action level を参考に健康リスクの懸

念が高い物質を優先的に対応しつつ、粗悪な輸

入食品の国内流通を抑制することを念頭に置い

た規格基準の設定が必要だと考えられた。 

 

D．結論 

日本では食品にヒスタミンの基準値が設定され

ていないものの、Codex 委員会、EU、米国、カナ

ダ、オーストラリア・ニュージーランドなど多くの国

において魚類やその加工品においてヒスタミンの

基準値が設定されていた。また、FAO/WHO 合

同専門家会議では、ヒスタミンの無毒性量と各国

の魚・水産加工品の喫食量データを基にして、ヒ

スタミンの最大許容濃度として 200 mg/kg が算出

されていた。 

EU では多くの動物性食品に DNXs と NDL-

PCBsの最大許容濃度が定まっていた。台湾でも

EU に準じた DXNs と NDL-PCBs の最大許容濃

度が定まっていたが、最大許容濃度が定められ

ている食品区分は EU ほど細分化されていなか

った。韓国でも食肉について DXNs の最大許容

濃度が設定されており、PCBs については魚類に

最大許容濃度が定まっていた。中国では水産動

物食品について PCBs の最大許容濃度が定まっ

ていた。 

 ヒ素、カドミウム、水銀、鉛の基準値に関する

海外情報の収集を行った。有害元素によって、

基準値が設定されている食品は異なり、ヒ素は 3

～38食品、カドミウムは0～66食品、水銀は1~16

食品、鉛は 5~78 食品に基準値が設定されてい

た。各国の基準値の内、最も基準値が設定され

ている食品項目数が少なかったのは米国の 9 食

品であり、最も多かったのは中国の 156食品であ

った。 
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